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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の薬剤包装を保持する薬剤セット具と、撮影手段と、コンピュータとを有し、
　前記薬剤包装は、特定の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包装されており、
　前記薬剤セット具は、複数の薬剤収容部を有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分布
されていて薬剤収容部に対応する服用者及び服用タイミングの薬剤包装が保持されるもの
であり、
　前記薬剤包装に、薬剤セット具に保持されるべき薬剤包装の位置に関連するセット位置
関連情報が付されており、
　撮影手段によって各薬剤包装が薬剤セット具の薬剤収容部に収容された状態を撮影可能
であり、撮影されたセット位置関連情報と、撮影された薬剤包装の薬剤セット具に対する
位置によって、撮影された薬剤セット具に保持された各薬剤包装が、薬剤セット具に正し
く収容されているか否かを前記コンピュータが判定することを特徴とする薬剤配置確認シ
ステム。
【請求項２】
　セット位置関連情報は、下記のいずれかであり、撮影された映像から、前記複数の薬剤
収容部の現実のレイアウトの情報を取得し、各薬剤包装がセット位置関連情報の通りの位
置にあるか否かが判定されることを特徴とする請求項１に記載の薬剤配置確認システム。
（１）保持されるべき薬剤包装が、薬剤セット具の所定の基準位置から、どれだけ離れた
位置にあるかを示す情報。
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（２）薬剤セット具の薬剤収容部がマトリックス形状に配列されており、当該マトリック
ス形状における特定の位置を示す情報。
（３）薬剤セット具における薬剤収容部の順番を示す情報。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、お薬カレンダーや投薬カレンダー等の薬剤セット具に薬剤包装が正確に収容
されているか否かを確認する薬剤配置確認システムに関するものである。また本発明は、
薬剤配置確認方法、薬剤配置確認プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高齢の患者（服用者）や、症状が急性期を脱した患者は、在宅で療養する場合が多い。
また高血圧症や高脂血圧の様な緊急性を要しない患者についても、在宅で療養する場合が
多い。在宅で療養する患者は、自己管理に基づいて服薬を行う必要がある。
　例えば医師の処方の内、その用法が、朝にＡ薬とＢ薬を服用し、昼にＢ薬を服用し、夕
食後に朝の倍量のＡ薬とＣ薬を服用するものであるならば、患者自らが決められた時刻に
決められた種類の薬剤を決められた量だけ薬箱等から取り出し、服用する必要がある。
　しかしながら、現実問題として、飲むべき薬の種類や量を間違ったり、飲み忘れること
がある。また逆に重複して服用してしまうこともある。
　特に、高齢者や気力が低下した患者にとっては、決められた種類の薬剤を決められた量
だけ薬箱等から取り出すことが困難であり、正確に薬剤を服用できていない場合もある。
【０００３】
　この問題を解決する手段として、投薬カレンダー又はお薬カレンダーと称される器具が
特許文献１，２に提案されている。
　特許文献１に開示された発明は、カレンダーに薬剤を収容する薬剤収容部を設けたもの
である。
　特許文献１に開示された発明では、日付けの下方に、それぞれ４個の薬剤収容部が並べ
られている。４個の薬剤収容部は、それぞれ服用のタイミング（用法）に対応するもので
あり、特許文献１の記載に基づけば、「朝」「昼」「夜」「ネル前」と表示されている。
　そして投薬カレンダー（お薬カレンダー）の薬剤収容部に、服用のタイミングに対応し
た薬剤を収容しておく。服用のタイミングが到来すると、該当する薬剤収容部から薬剤を
取り出して服用する。
【０００４】
　前記した投薬カレンダーは、個人宅のみならず、高齢者の介護施設等や、入院施設を有
する病院でも採用される傾向にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２５８９９９号公報
【特許文献２】特開２０１３－２４８８７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示された投薬カレンダーは、薬剤をセットする薬剤セット具であり、患
者の自宅や介護施設等に設置される。
　そして訪問薬局の薬剤師が、患者の自宅や介護施設を巡回訪問して投薬カレンダーの薬
剤収容部に薬剤を補充する場合がある。
　また薬剤師が自己の薬局（調剤室）で投薬カレンダーの薬剤配置部に薬剤を収容し、薬
剤が収容された状態の投薬カレンダーを患者の自宅や介護施設に持ち込む場合もある。
　ここで投薬カレンダーの形式であるが、特に法律の定めはなく、各施設によって各種の
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ものが使用されている。
　いずれの形式にしても、投薬カレンダーは複数の薬剤配置部を有し、当該薬剤配置部は
、服用者と服用のタイミングに基づいて定められる特定の位置にある。
　代表的な投薬カレンダー（図の表示は「お薬カレンダー」）の形式は、図１５，１６，
１７に記載の３種類である。
【０００７】
　第一の形式は、図１５の様な個人用投薬カレンダー１００であり、曜日軸と、服用のタ
イミング軸によって構成されるマトリックス形状（行列状）である。
　具体的には、月、火、水、木、金、土、日の７曜を縦軸とし、「朝用」「昼用」「夜用
」「寝る前」を横軸とする行列状である。
　個人用投薬カレンダー１００は、一人の服用者が専用に使用するものであり、例えば服
用者の村松が一週間に服用する薬剤が、曜日と服用のタイミングごとに収容される。
　例えば、水曜日の昼食後には、水曜列の昼用の位置に収容された薬剤を服用者たる村松
が服用する。
　個人用投薬カレンダー１００は、一週間を一つの単位とするものが多いが、何日を一単
位とするのかは任意であり、１０日単位や、二週間単位、２８日単位等であってもよい。
【０００８】
　第二の形式は、図１６の様な複数の服用者を対象とする一日用投薬カレンダー（図の表
示は「お薬カレンダー」）１０１である。一日用投薬カレンダー１０１は、日めくりカレ
ンダーのごとく、服用すべき曜日が大きく記載されている。また　一日用投薬カレンダー
１０１は、服用者名と服用のタイミング軸によって構成される行列状に薬剤収容部が配置
されている。
　具体的には、村松、早田、嵐、富士、井手、霧島、諸星の七名の名前を縦軸とし、「朝
用」「昼用」「夜用」「寝る前」を横軸とする行列形状である。
　一日用投薬カレンダー１０１は、複数の服用者が共同で使用するものであり、例えば７
人の服用者が一日に服用する薬剤が、服用者名と服用のタイミングごとに収容される。
　例えば、当日の朝には、村松、早田、嵐、富士、井手、霧島、諸星の七名が、それぞれ
の「朝用」の薬剤収容部に収容された薬剤を服用する。昼食を終えれば前記した七名が、
それぞれの「昼用」の薬剤収容部に収容された薬剤を服用する。
　複数の服用者を対象とする一日用投薬カレンダー１０１は、介護施設や病院で使用され
る。一日用投薬カレンダー１０１において、何名の服用者を一単位とするかは任意であり
、５名であっても１０名であってもよい。
【０００９】
　第三の形式は、図１７の様な複数の服用者を対象とする服用時点別投薬カレンダー（図
の表示は「お薬カレンダー」）１０２である。
　具体的には、上部に大きく「朝用」という様に服用のタイミングが記され、本郷、一文
字、・・・・東條、佐野の２８名の名前が並べられている。
　服用時点別投薬カレンダー１０２は、複数の服用者が共同で使用するものであり、介護
施設や病院で使用される。例えば２８人の服用者それぞれが、一日の特定時期に服用する
薬剤が、服用者名別に収容される。
　例えば、当日の朝には、カレンダーに名前のある２８名が、それぞれの名前が付された
薬剤収容部に収容された薬剤を服用する。
　全員が服用を終えると、服用時点別投薬カレンダー１０２を外し、昼用の服用時点別投
薬カレンダー１０２を用意する。
　服用時点別投薬カレンダー１０２において、何名の服用者を一単位とするかは任意であ
り、１０名であっても３０名であってもよい。
【００１０】
　前記した様に投薬カレンダー１００，１０１，１０２には複数の形式のものがある。
　例えば　特許文献１に開示された投薬カレンダーは、服用者の自宅や介護施設に設置さ
れるものであり、訪問薬局の薬剤師が服用者の自宅や介護施設を巡回訪問して薬剤収容部
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に薬剤を補充する。
　また薬剤師が自己の薬局（調剤室）で投薬カレンダー１００，１０１，１０２の薬剤配
置部に薬剤を収容し、薬剤が収容された状態の投薬カレンダー１００，１０１，１０２を
服用者の自宅や介護施設に持ち込む場合であれば、薬剤師は投薬カレンダー１００，１０
１，１０２の形式に沿って各薬剤配置部に所定の薬剤を入れてゆく。
　しかしながら、前記した様に投薬カレンダー１００，１０１，１０２には複数の形式の
ものがあるので、まぎらわしく、入れ間違える場合もある。
【００１１】
　そこで本発明は、従来技術の上記した問題に注目し、投薬カレンダー等の薬剤セット具
に薬剤包装が正確に収容されているか否かを確認する薬剤配置確認システム、方法及びコ
ンピュータプログラムを開発することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記した課題を解決するため態様は、複数の薬剤包装を保持する薬剤セット具と、撮影
手段を有し、前記薬剤包装は、特定の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包装されてお
り、前記薬剤セット具は、複数の薬剤収容部を有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分
布されていて薬剤収容部に対応する服用者及び服用タイミングの薬剤包装が保持されるも
のであり、前記薬剤包装の視認可能な位置に当該薬剤包装を特定する薬剤包装特定情報が
付されており、前記薬剤セット具には、視認可能な位置に薬剤セット具を特定する情報を
含むセット具特定表示が付されており、前記薬剤セット具、前記薬剤包装の少なくともい
ずれかの視認可能な位置には、薬剤包装とこれを保持すべき薬剤セット具の関係に関連す
る薬包・セット具関連情報と、薬剤セット具に保持されるべき薬剤包装の位置に関連する
セット位置関連情報が付されており、撮影手段によって各薬剤包装が薬剤セット具の薬剤
収容部に収容された状態を撮影可能であり、撮影された薬剤包装特定情報と、セット具特
定表示と、薬包・セット具関連情報と、セット位置関連情報と、撮影された薬剤包装の位
置によって、撮影された薬剤セット具に保持された各薬剤包装が、正規の薬剤セット具に
正しく収容されているか否かを判定することを特徴とする薬剤配置確認システムである。
【００１３】
　薬剤セット具は、複数の薬剤収容部を有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分布され
ていてそれぞれ服用者と服用のタイミングに基づいて定められる特定の位置にあるもので
あることが望ましい。
　撮影された薬剤包装の位置によって、撮影された薬剤セット具に保持された各薬剤包装
が、正規の薬剤セット具の服用者と服用のタイミングに対応した位置に正しく収容されて
いるか否かを判定するものであることが望ましい。
【００１４】
　「薬剤包装特定情報」とは、薬剤包装を識別することができるものであれば足り、記号
や符号、バーコード等であってもよい。「薬剤包装特定情報」は、どの患者がいつ服用す
る薬剤であるのかを特定することができる情報であることが望ましい。
　どの患者用の薬剤であるのかを特定する情報には、例えば患者の名前や通称の文字表示
、診察券の番号やマイナンバー等の番号、バーコードや二次元バーコード等の様に記号化
され読み取り可能な文様がある。
　「いつ服用する薬剤であるのかを特定する情報」についても同様であり、例えば朝、昼
等の文字表示、番号、バーコードや二次元バーコード等の様に記号化され読み取り可能な
文様がある。
【００１５】
　薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、薬剤包装に付されており、薬包・セ
ット具関連情報は、薬剤包装を保持すべき薬剤セット具を特定する情報を含み、セット位
置関連情報は薬剤セット具に保持されるべき薬剤包装の位置の情報を含むものであっても
よい。
【００１６】
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　薬包配置情報記憶手段があり、当該薬包配置情報記憶手段に薬剤包装と薬剤包装が保持
される薬剤セット具の組み合わせ情報と、薬剤セット具に保持される薬剤包装と薬剤セッ
ト具との相対位置が記憶され、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、薬剤包
装に付されており、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報に基づいて薬包配置情
報記憶手段から情報が読みだされるものであってもよい。
【００１７】
　薬包配置情報記憶手段があり、当該薬包配置情報記憶手段に薬剤包装と薬剤包装が保持
される薬剤セット具の組み合わせ情報と、薬剤セット具に保持される薬剤包装と薬剤セッ
ト具との相対位置が記憶され、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、薬剤セ
ット具に付されており、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報に基づいて薬包配
置情報記憶手段から情報が読みだされるものであってもよい。
【００１８】
　上記した課題を解決するもう一つの態様は、複数の薬剤包装を保持する薬剤セット具と
、撮影手段と、薬包配置情報記憶手段を有し、前記薬剤セット具は、複数の薬剤収容部を
有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分布されていて薬剤収容部に対応する服用者及び
服用タイミングの薬剤包装が保持されるものであり、前記薬剤包装の視認可能な位置に当
該薬剤包装を特定する薬剤包装特定情報が付されており、前記薬剤セット具には、視認可
能な位置に薬剤セット具を特定する情報を含むセット具特定表示が付されており、薬包配
置情報記憶手段があり、当該薬包配置情報記憶手段に薬剤包装と薬剤包装が保持される薬
剤セット具の組み合わせ情報と、薬剤セット具に保持される薬剤包装と薬剤セット具との
相対位置が記憶され、撮影手段によって各薬剤包装が薬剤セット具の薬剤収容部に収容さ
れた状態を撮影可能であり、撮影された薬剤包装特定情報と、セット具特定表示に基づい
て薬包配置情報記憶手段から情報が読み出され、撮影された薬剤包装の位置と比較して撮
影された薬剤セット具に保持された各薬剤包装が、正規の薬剤セット具に正しく収容され
ているか否かを判定することを特徴とする薬剤配置確認システムである。
【００１９】
　上記した課題を解決するためのさらに他の態様は、複数の薬剤包装を保持する薬剤セッ
ト具と、薬包配置情報記憶手段と、撮影手段と、比較手段を有し、前記薬剤包装は、特定
の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包装されており、前記薬剤包装の視認可能な位置
に服用者を特定する服用者特定表示と、服用のタイミングを特定する服用タイミング特定
表示が記載されており、前記薬剤セット具は、視認可能な位置に薬剤セット具を特定する
セット具特定表示が付されており、前記薬剤セット具は、複数の薬剤収容部を有し、前記
複数の薬剤収容部は平面的に分布されていてそれぞれ服用者と服用のタイミングに基づい
て定められる特定の位置にあり、薬剤収容部に対応する服用者及び服用タイミングの薬剤
包装が保持されるものであり、前記薬包配置情報記憶手段は、薬剤セット具の対応する薬
剤収容部に各薬剤包装が正しく収容された場合における薬剤包装の正規位置情報を、複数
の薬剤セット具に関して記憶し、撮影手段によって各薬剤包装が薬剤セット具の薬剤収容
部に収容された状態を撮影可能であり、撮影されたセット具特定表示から撮影された薬剤
セット具を特定し、撮影された薬剤包装の服用者特定表示と服用タイミング特定表示およ
び撮影された薬剤包装の位置から薬剤セット具に保持された各薬剤包装の現実位置情報を
取得し、薬包配置情報記憶手段に記憶された複数の正規位置情報の中から、セット具特定
表示に基づいて特定された薬剤セット具の正規位置情報を特定し、比較手段によって、撮
影された薬剤セット具に保持された各薬剤包装が、薬剤セット具の服用者と服用のタイミ
ングに対応した位置に正しく収容されているか否かを判定することを特徴とする薬剤配置
確認システムである。
【００２０】
　ここで薬剤包装に表示される「服用者特定表示」の例として、例えば患者の名前や通称
の文字表示、診察券の番号やマイナンバー等の番号、バーコードや二次元バーコード等の
様に記号化され読み取り可能な文様がある。
　「服用タイミング特定表示」についても同様で、あり、朝、昼等の文字表示、番号、バ
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ーコードや二次元バーコード等の様に記号化され読み取り可能な文様がある。
　「服用者特定表示」と「服用タイミング特定表示」が一つのバーコードや二次元バーコ
ード等で兼用されていてもよい。
　セット具特定表示についても同様であり、村松様用、藤田医院様の朝用、藤田医院様の
月曜服薬用、六甲老人ホーム様の朝用、山王老人ホーム様の月曜服薬用という様な文字表
示でもよい。またセット具特定表示は、病院や薬局が独自に付した番号や記号であっても
よい。さらにセット具特定表示は、バーコードや二次元バーコード等の様に記号化され、
読み取り可能な文様であってもよい。
【００２１】
　上記した態様において、前記薬包配置情報記憶手段は、薬剤セット具の対応する薬剤収
容部に各薬剤包装が正しく収容された状態のレイアウトに関する情報を正規位置情報とし
て、複数の薬剤セット具に関して記憶し、撮影された服用者特定表示と服用タイミング特
定表示およびそれらの位置から薬剤セット具に保持された現実の各薬剤包装のレイアウト
の情報を取得し、薬包配置情報記憶手段に記憶され前記撮影された正規位置情報の中から
、セット具特定表示に基づいて特定された薬剤セット具の正規位置情報を特定し、比較手
段によって、現実の各薬剤包装のレイアウトの情報と特定された正規位置情報を比較する
ことが望ましい。
【００２２】
　上記した各態様において、前記薬包配置情報記憶手段は、空であるべき薬剤収容部の情
報を含み、撮影手段に空であるべき薬剤収容部に薬剤包装があることが撮影された場合に
は、報知が行われることが望ましい。
【００２３】
　上記した各態様において、薬剤セット具には、視認可能な位置に空であるべき薬剤収容
部を特定する空室表示が付されており、撮影手段で空室表示を撮影して空であるべき薬剤
収容部を特定し、撮影手段に空であるべき薬剤収容部に薬剤包装があることが撮影された
場合には、報知が行われることが望ましい。
【００２４】
　同様の課題を解決するためのもう一つの態様は、複数の薬剤包装を保持する薬剤セット
具と、撮影手段を有し、前記薬剤包装は、特定の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包
装されており、前記薬剤包装の視認可能な位置に服用者を特定する服用者特定表示と、服
用のタイミングを特定する服用タイミング特定表示が記載されており、前記薬剤セット具
は、複数の薬剤収容部を有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分布されていて薬剤収容
部に対応する服用者及び服用タイミングの薬剤包装が保持されるものであり、前記薬剤セ
ット具には視認可能な位置に空であるべき薬剤収容部を特定する空室表示が付されており
、撮影手段で空室表示を撮影して空であるべき薬剤収容部を特定し、撮影手段に空である
べき薬剤収容部に薬剤包装があることが撮影された場合には、報知が行われることを特徴
とする薬剤配置確認システムである。
【００２５】
　上記した各態様において、前記薬剤セット具には各薬剤収容部を特定する視認可能な薬
剤収容部特定表示があり、前記薬剤包装には保持されるべき薬剤収容部を特定する薬剤収
容部指定表示があり、撮影手段によって薬剤収容部特定表示と薬剤収容部指定表示を同一
画面に撮影し、両者を比較して薬剤セット具に保持された各薬剤包装が薬剤セット具の服
用者と服用のタイミングに対応した位置に正しく収容されているか否かを判定することが
望ましい。
【００２６】
　同様の課題を解決するためのもう一つの態様は、複数の薬剤包装を保持する薬剤セット
具と、撮影手段を有し、前記薬剤包装は、特定の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包
装されており、前記薬剤包装の視認可能な位置に服用者を特定する服用者特定表示と、服
用のタイミングを特定する服用タイミング特定表示が記載されており、前記薬剤セット具
は、複数の薬剤収容部を有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分布されていて薬剤収容
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部に対応する服用者及び服用タイミングの薬剤包装が保持されるものであり、各薬剤収容
部を特定する視認可能な薬剤収容部特定表示があり、撮影手段によって各薬剤包装が薬剤
セット具の薬剤収容部に収容された状態を撮影可能であり、撮影手段によって薬剤収容部
特定表示と薬剤収容部指定表示を同一画面に撮影し、両者を比較して薬剤セット具に保持
された各薬剤包装が、薬剤セット具の服用者と服用のタイミングに対応した位置に正しく
収容されているか否かを判定することを特徴とする薬剤配置確認システムである。
【００２７】
　同様の課題を解決するためのもう一つの態様は、複数の薬剤包装を保持する薬剤セット
具と、撮影手段を有し、前記薬剤包装は、特定の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包
装されており、前記薬剤セット具は、複数の薬剤収容部を有し、前記複数の薬剤収容部は
平面的に分布されていて薬剤収容部に対応する服用者及び服用タイミングの薬剤包装が保
持されるものであり、前記薬剤包装の視認可能な位置に、薬剤セット具に保持されるべき
薬剤包装の位置に関連するセット位置関連情報が付されており、撮影手段によって各薬剤
包装が薬剤セット具の薬剤収容部に収容された状態を撮影可能であり、撮影されたセット
位置関連情報と、撮影された薬剤包装の位置によって、撮影された薬剤セット具に保持さ
れた各薬剤包装が、薬剤セット具に正しく収容されているか否かを判定することを特徴と
する薬剤配置確認システムである。
【００２８】
　上記した各態様において、前記薬剤セット具の薬剤収容部は、内部が透けてみえるポケ
ット状であり、薬剤収容部には図形の一部が図示されており、薬剤包装にも図形の一部が
図示されており、薬剤包装が薬剤セット具の服用者と服用のタイミングに対応した位置に
正しく収容されると、薬剤収容部の図形と薬剤包装の図形が組合わさって特定の図形が完
成することが望ましい。
【００２９】
　上記した各態様の薬剤配置確認システムを使用し、薬剤セット具の服用者と服用のタイ
ミングに対応した位置に正しく収容されているか否かを判定する方法であって、薬剤セッ
ト具を複数の区分に分けて定められた順番に則って撮影手段で撮影し、薬包配置情報記憶
手段に記憶された正規位置情報と順次比較することが望ましい。
【００３０】
　同様の課題を解決するためのもう一つの態様は、撮影手段とコンピュータを備えた端末
に少なくとも一部が格納され、前記端末単独あるいは他のコンピュータと連動して薬剤セ
ット具に対する薬剤包装の配置を確認する薬剤配置確認プログラムであって、前記薬剤包
装は、特定の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包装されており、前記薬剤包装の視認
可能な位置に服用者を特定する服用者特定表示と、服用のタイミングを特定する服用タイ
ミング特定表示が記載されており、前記薬剤セット具は、視認可能な位置に薬剤セット具
を特定するセット具特定表示が付されており、前記薬剤セット具は、複数の薬剤収容部を
有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分布されていて薬剤収容部に対応する服用者及び
服用タイミングの薬剤包装が保持されるものであり、撮影手段のコンピュータ又は他のコ
ンピュータは薬包配置情報記憶手段を有し、薬包配置情報記憶手段は、薬剤セット具の対
応する薬剤収容部に各薬剤包装が正しく収容された場合における薬剤包装の正規位置情報
を、複数の薬剤セット具に関して記憶し、撮影手段によって各薬剤包装が薬剤セット具の
薬剤収容部に収容された状態を撮影可能であり、撮影されたセット具特定表示から撮影さ
れた薬剤セット具を特定し、撮影された薬剤包装の服用者特定表示と服用タイミング特定
表示および撮影された薬剤包装の位置から薬剤セット具に保持された各薬剤包装の現実位
置情報を取得し、薬包配置情報記憶手段に記憶された複数の正規位置情報の中から、セッ
ト具特定表示に基づいて特定された薬剤セット具の正規位置情報を特定し、撮影された薬
剤セット具に保持された各薬剤包装が、薬剤セット具の服用者と服用のタイミングに対応
した位置に正しく収容されているか否かを判定することを特徴とする薬剤配置確認プログ
ラムである。
【００３１】
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　同様の課題を解決するためのさらにもう一つの態様は、撮影手段とコンピュータを備え
た端末に少なくとも一部が格納され、前記端末単独あるいは他のコンピュータと連動して
薬剤セット具に対する薬剤包装の配置を確認する薬剤配置確認プログラムであって、前記
薬剤包装は、特定の服用者が服用する薬剤が一服用分ずつ包装されており、前記薬剤セッ
ト具は、複数の薬剤収容部を有し、前記複数の薬剤収容部は平面的に分布されていて薬剤
収容部に対応する服用者及び服用タイミングの薬剤包装が保持されるものであり、前記薬
剤包装の視認可能な位置に当該薬剤包装を特定する薬剤包装特定情報が付されており、前
記薬剤セット具には、視認可能な位置に薬剤セット具を特定する情報を含むセット具特定
表示が付されており、前記薬剤セット具、前記薬剤包装の少なくともいずれかの視認可能
な位置には、薬剤包装とこれを保持すべき薬剤セット具の関係に関連する薬包・セット具
関連情報と、薬剤セット具に保持されるべき薬剤包装の位置に関連するセット位置関連情
報が付されており、撮影手段によって各薬剤包装が薬剤セット具の薬剤収容部に収容され
た状態を撮影可能であり、撮影された薬剤包装特定情報と、セット具特定表示と、薬包・
セット具関連情報と、セット位置関連情報と、撮影された薬剤包装の位置によって、撮影
された薬剤セット具に保持された各薬剤包装が、正規の薬剤セット具に正しく収容されて
いるか否かを判定することを特徴とする薬剤配置確認プログラムである。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の薬剤配置確認システム、方法及びコンピュータプログラムによると、薬剤セッ
ト具に薬剤包装が正確に収容されているか否かを確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】（ａ）は本発明の実施形態で使用する個人用投薬カレンダーの正面図であって薬
剤包装が保持されていない状態を示し、（ｂ）は薬剤包装の正面図である。
【図２】（ａ）（ｂ）は、薬剤分包装置から払い出された薬剤包装帯の斜視図である。
【図３】（ａ）は図１の個人用投薬カレンダーを対象として薬剤包装が、正規の薬剤セッ
ト具に正しく収容されているか否かを判定する際の状況を示す説明図であり、薬剤包装が
保持された状態の個人用投薬カレンダーの正面図を含み、（ｂ）は個人用投薬カレンダー
の一部の拡大図である。
【図４】（ａ）は撮影装置のモニター画面を示し、（ｂ）乃至（ｄ）は撮影装置で個人用
投薬カレンダーを撮影する際のモニター画面であり、（ｂ）は撮影可能な状態を示し（ｃ
）（ｄ）は撮影エラーとなる状態を示す。
【図５】本発明の実施形態の薬剤配置確認システムのブロック図である。
【図６】（ａ）は本発明の他の実施形態で使用する多人数用投薬カレンダーの正面図であ
って薬剤包装が保持されていない状態を示し、（ｂ）は薬剤包装の正面図である。
【図７】（ａ）は図６の多人数用投薬カレンダーの正面図であって薬剤包装が保持された
状態を示し、（ｂ）はその一部の拡大図である。
【図８】（ａ）は本発明のさらに他の実施形態で使用する多人数用投薬カレンダーの正面
図であって薬剤包装が保持されていない状態を示し、（ｂ）は薬剤包装の正面図である。
【図９】（ａ）は図８の個人用投薬カレンダーの正面図であって薬剤包装が保持された状
態を示し、（ｂ）はその一部の拡大図である。
【図１０】（ａ）は本発明のさらに他の実施形態で使用する個人用投薬カレンダーの正面
図であって薬剤包装が保持されていない状態を示し、（ｂ）は薬包配置情報記憶手段の正
面図である。
【図１１】（ａ）は図１０の個人用投薬カレンダーの正面図であって薬剤包装が保持され
た状態を示し、（ｂ）はその一部の拡大図である。
【図１２】図９、図１１の個人用投薬カレンダーの薬剤収容部及びその近傍を示す詳細図
であり、（ａ）は薬剤収容部に薬剤包装が保持される前の状態を示し、（ｂ）は薬剤収容
部に薬剤包装が保持された状態を示す。
【図１３】撮影手段によって個人用投薬カレンダーを撮影する手順を示す説明図である。
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【図１４】各図は、薬剤包装の変形例を示す正面図である。
【図１５】従来技術の個人用投薬カレンダーの正面図である。
【図１６】従来技術の一日用投薬カレンダーの正面図である。
【図１７】従来技術の服用時点別投薬カレンダーの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下さらに本発明の実施形態について説明する。
　第一実施形態の薬剤配置確認システム１６は、投薬カレンダー１等の薬剤セット具に薬
剤包装７が正確に収容されているか否かを確認するものである。
　投薬カレンダー１は、例えば図１に示す様な「お薬カレンダー」である。以下、図面の
表示に係わらず「投薬カレンダー」と称する。
　投薬カレンダー（薬剤セット具）１は、第一の形式たる個人用投薬カレンダーであり、
平面状の基材２に薬剤収容部３が多数、設けられたものである。
　薬剤収容部３は、平面的且つ行列状に分布されていてそれぞれ服用者と服用のタイミン
グに基づいて定められる特定の位置にあり、薬剤収容部３に対応する服用者及び服用タイ
ミングの薬剤包装が保持されるものである。
【００３５】
　本実施形態では、薬剤収容部３は、曜日軸と、服用のタイミング軸によって構成される
マトリックス形状（行列状）に配列されたものである。
　具体的には、月、火、水、木、金、土、日の７曜を縦軸とし、「朝用」「昼用」「夜用
」「寝る前」を横軸とする行列状である。
　投薬カレンダー（薬剤セット具）１は、一人の服用者が専用に使用するものであり、例
えば服用者の村松が一週間に服用する薬剤が、曜日と服用のタイミングごとに薬剤収容部
３に収容される。
　即ち薬剤収容部３は、服用者が「村松」一人に定められ、服用のタイミングが「月朝、
月昼・・・」等の表示に基づいて定められる特定の位置にあり、薬剤収容部３は、服用者
と服用のタイミングに基づいて定められる特定の位置にある。
【００３６】
　薬剤収容部３は、シート状の基材２に、小型の透明シート５が取り付けられてポケット
状の袋を構成したものである。
　具体的には、薬剤収容部３は、透明シート５の左右辺と下辺が基材２に接着され、上辺
から内部に物を入れることができる構造である。
　薬剤収容部３は、透明シート５で作られた一種のポケットであるから、内部が透けて見
える。
【００３７】
　シート状の基材２には、左上部の視認可能な位置に、投薬カレンダー１を特定するセッ
ト具特定表示１７が付されている。セット具特定表示１７は投薬カレンダー１を特定する
ことができるものであり、何らかの識別情報（例えば識別子）を含んでいる。ここで識別
情報（例えば識別子）は、バーコード等に限らず、文字や数字であってもよい。
　本実施形態では、セット具特定表示１７は、記号化された識別子であり、バーコードリ
ーダ等の読み取り装置で読み取ることができる文様である。具体的にはセット具特定表示
１７は、二次元バーコードである。
　セット具特定表示１７には、投薬カレンダー１を特定する情報が書き込まれている。具
体的には、投薬カレンダー１の形式と、誰用のものであるか、いつ使用されるものである
のかを特定できる情報が書き込まれている。ここで「特定できる」とはセット具特定表示
１７にその情報が直接書き込まれている場合だけでなく、セット具特定表示１７に含まれ
る識別子をキーとして、他の情報源から投薬カレンダー１の形式と、誰用のものであるか
、いつ使用されるものであるのかの情報を検索できる場合を含む。
【００３８】
　本実施形態に則して説明すると、投薬カレンダー１の形式は、個人用投薬カレンダー形
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式であり、薬剤収容部３は、曜日軸と、服用のタイミング軸によって構成されるマトリッ
クス形状（行列状）に配列されたものであることが特定される情報がセット具特定表示１
７に書き込まれている。
　また患者が村松であることが特定される情報がセット具特定表示１７に書き込まれてい
る。
【００３９】
　本実施形態では、二次元バーコードによって、投薬カレンダー１の形式と、使用者を特
定する情報が得られるが、基材２に書かれた文字によって、これらの全部や一部を特定し
てもよい。基材２に書かれた文字等にも投薬カレンダー１を特定する情報が含まれている
。
　例えば基材２には、使用者を特定するために「村松様」という文字６があり、この文字
を識別子とし、これを読み込んで使用者を特定してもよい。
　また基材２に書かれた曜日の文字や、服用タイミングを示す「朝」等の文字、およびそ
のレイアウトを図形認識させて投薬カレンダー１の形式を特定してもよい。
　この場合は、使用者を特定するために「村松様」の文字６や、服用タイミングを示す「
朝」等の文字、及びレイアウトが、セット具特定表示として機能する。
【００４０】
　投薬カレンダー１の薬剤収容部３には、該当する患者の薬剤であって、該当する服用タ
イミングの薬剤を包装した薬剤包装７が保持される。
　各薬剤包装７中には、特定の服用者が一回に服用する薬剤が全て内包されている。一つ
の薬剤包装７に封入された薬剤は、一種類の固形薬剤である場合もあれば、複数種類の固
形薬剤である場合もある。また固形薬剤と散薬とが同一包装内に内蔵されている場合もあ
る。
【００４１】
　薬剤包装７は、公知の薬剤分包装置（図示せず）によって薬剤を一服用分ずつ包装した
ものである。薬剤分包装置は、入力された処方データに基づき、散薬供給部や固形薬剤供
給部から散薬や固形薬剤を払い出して分包することができるものである。また薬剤包装７
には所定の印刷がなされている。
【００４２】
　薬剤包装７は、図２（ａ）の様に帯状に長く繋がった薬剤包装帯８として排出される。
　薬剤包装帯８は、処方情報が印刷された情報印刷部１０が先頭にあり、それに続いて多
数の薬剤包装７が繋がっている。
　情報印刷部１０には、服用者名、処方薬名、処方量等が二次元バーコード等の形式で印
刷されている。
　また各薬剤包装７には、各薬剤包装７を特定する薬剤包装特定情報が付されている。即
ち、各薬剤包装７には、薬剤包装特定情報として視認可能な位置に服用者を特定する服用
者特定表示１１と、服用のタイミングを特定する服用タイミング特定表示１２が文字で記
載されている。
　具体的には、服用者特定表示１１として服用者の名前たる「村松」の文字が印字されて
いる。また服用タイミング特定表示１２として「朝」「昼」等の文字が表示されている。
これらの文字等によって、各薬剤包装７が他と区別される。
　さらに本実施形態では、各薬剤包装７を特定できる薬剤包装特定情報として使用者用法
特定文様１５が表示されている。即ち服用者特定表示と、服用タイミング特定表示として
、使用者用法特定文様１５が表示されている。使用者用法特定文様１５は、二次元バーコ
ードである。使用者用法特定文様１５たる二次元バーコードには、服用者と、服用タイミ
ングを特定できる情報が書き込まれている。二次元バーコードによっても各薬剤包装７が
他と区別される。従って二次元バーコード（使用者用法特定文様１５）は、薬剤包装７を
特定する薬剤包装特定情報として機能する。二次元バーコード（使用者用法特定文様１５
）は、薬剤包装７を特定する識別子の一つである。
　ここで「服用者と、服用タイミングを特定できる」とは使用者用法特定文様１５にその
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情報が直接書き込まれている場合だけでなく、使用者用法特定文様１５に含まれる識別子
をキーとして、他の情報源から服用者と、服用タイミングの情報を検索できる場合を含む
。
【００４３】
　薬剤包装７は、薬剤包装帯８から切り分けられ、薬剤師等の手によって投薬カレンダー
１の該当する薬剤収容部３に収容される。
　前記した様に、薬剤収容部３は透明であるから、薬剤収容部３に薬剤包装７が入れられ
た状態で、図３（ｂ）の様に服用者特定表示１１と、服用タイミング特定表示１２及び使
用者用法特定文様１５（識別子）を外部から確認することができる。
【００４４】
　次に第一実施形態の薬剤配置確認システム１６について説明する。
　薬剤配置確認システム１６は、大きく分けて携帯端末２０と、本部装置２１によって構
成されている。
　携帯端末２０は、ノートパソコン等の携帯コンピュータや、スマートフォン、携帯電話
機等の使用者が携行可能な電子端末である。またこれらに付属品が外付けされていてもよ
い。例えばノートパソコンや、スマートフォン、携帯電話器等にバーコードリーダが外付
けされたものを携帯端末２０として使用してもよい。
　図５の様に、携帯端末２０には、カメラ（撮影手段）１８が内蔵又は外付けされており
、撮影機能を持っている。また携帯端末２０には、コンピュータ２２が内蔵されている。
携帯端末２０が内蔵するコンピュータ２２には、ＣＰＵ２３と、記憶手段２５が内蔵され
ている。
【００４５】
　携帯端末２０のコンピュータ２２の記憶手段２５には、比較手段２８として機能するコ
ンピュータプログラムが格納されている。
　即ちカメラ（撮影手段）１８で得た薬剤包装のレイアウトの情報と、本部装置２１から
取得した正規位置情報を比較する機能を有している。
　また携帯端末２０は、通信手段２６を有し、インターネット等を通じて本部装置２１と
通信を行うことができる。
【００４６】
　本部装置２１は、図５の様にコンピュータ２７を主体とする装置である。本部装置２１
のコンピュータ２７は、ＣＰＵ３０と、記憶手段３１を含んでいる。
　本部装置２１の記憶手段３１は、薬包配置情報記憶手段３３として機能する。
　薬包配置情報記憶手段３３には、投薬カレンダー１の対応する薬剤収容部３に各薬剤包
装７が正しく収容された状態のレイアウトに関する情報を正規位置情報として記憶してい
る。即ち記憶手段３１には、薬剤セット具（投薬カレンダー１等）の対応する薬剤収容部
３に各薬剤包装７が正しく収容された場合における薬剤包装７の正規位置情報を、複数の
薬剤セット具に関して記憶している。言い換えると、薬剤セット具（投薬カレンダー１等
）に各薬剤包装７が正しく収容された場合における薬剤セット具（投薬カレンダー１等）
と薬剤包装７の位置関係を、複数の薬剤セット具に関して記憶している。
　別の言い方をすれば、記憶部３１には、薬剤包装７を識別する識別子と、薬剤セット具
特定表示１７が示す薬剤セット具の識別子と、正規位置情報とが対応付けて記憶されてい
る。
【００４７】
　例えば、どの薬剤セット具（投薬カレンダー１等）が、誰用のもの、あるいはどの施設
用のものであり、いつ使用されるものであり、その形式とレイアウトが薬包配置情報記憶
手段３３に記憶されている。さらに、処方箋に沿った薬剤包装７がどの薬剤収容部３に収
容されるのかが薬包配置情報記憶手段３３に記憶されている。
　例えば「月用　朝」に服用する薬剤包装７が、図３の様に「月」軸と、「朝」軸の交点
の位置に収容され、「月用　昼」に服用する薬剤包装７が、図３の様に「月」軸と、「昼
」軸の交点の位置に収容されることが記憶されている。
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　また薬剤包装７が収容されない薬剤セット具の薬剤収容部３の情報（空き室である旨の
情報）についても記憶される。
　例えば、薬を飲まない日や、薬を飲まない時刻（朝、昼等）がある場合には、その情報
についても記憶手段３１に記憶されている。
　実施形態に則ると、患者たる村松の処方では、金曜日の夜は、薬を飲まない。そのため
図３に示す様に、投薬カレンダー１の村松の金曜日であって、夜に相当する位置の薬剤収
容部３Ａは、空室状となる。
　投薬カレンダー１の村松の金曜日であって、夜に相当する位置の薬剤収容部３は、空室
であるという情報も、記憶手段３１に記憶されている。
【００４８】
　また薬剤収容部３に各薬剤包装７が正しく収容された場合における薬剤包装７の正規位
置情報には、各薬剤収容部３や薬剤包装７同士の距離や角度等の配置等の相対位置の他、
基材２との位置関係についても記憶されている。即ち各薬剤収容部３や各薬剤包装７同士
の相対関係だけでなく、基材２と各薬剤収容部３や各薬剤包装７同士の相対関係について
も正規位置情報として記憶されている。
　即ち各薬剤収容部３や各薬剤包装７がどの様なマトリクスを構成しているかという点だ
けでなく、各薬剤収容部３や各薬剤包装７が基材２のどの場所にあるのかが記憶されてい
る。
【００４９】
　また正規位置情報は、薬剤包装７を特定する識別子と、薬剤包装７が正しく収容された
場合の薬剤包装７の位置情報を対応付けたものであってもよい。
　正規位置情報は、基材２と薬剤包装７との相対位置関係を示すものである。具体的には
、基材２の予め定められた位置（例えば基材２の四隅のいずれか）から薬剤収容部３に収
容した状態での薬剤包装７の予め定められた位置（薬剤包装７の四隅のいずれか又は使用
者用法特定文様１５など）までの上下方向及び左右方向の距離を示すものである。薬剤包
装７の予め定められた位置に代えて、薬剤包装７が収容されるべき薬剤収容部３の予め定
められた位置（例えば薬剤収容部３の四隅の何れか）を採用しても良い。
　空き室の情報は、例えば基材２の予め定められた位置から、空き室になるべき薬剤収容
部３の予め定められた位置までの上下方向及び左右方向の距離である。
【００５０】
　次に、本実施形態の薬剤配置確認システム１６の機能を使用手順に沿って説明する。
　使用者は、患者の自宅や、病院、施設等に、薬剤包装７が収容済の投薬カレンダー１を
運ぶ。ここで使用者は、携帯端末２０を携行している。一方、本部装置２１は、薬局に置
かれている。
　そして使用者は、図３（ａ）の様に、携帯端末２０の撮影手段１８を使用して薬剤包装
７が収容済の投薬カレンダー１を撮影する。
　撮影は、原則として投薬カレンダー１の全体を一画面として、正面から撮影する。
【００５１】
　撮影に際しては、薬剤包装７と基材２との位置関係が、正規位置情報に対応するかどう
かを判断できるように、基材２の予め定められた位置を撮影範囲に含める。
　例えば図４（ａ）の様に、携帯端末２０のカメラ（撮影手段）１８には、モニター画面
に長方形の枠２００が表示される。
　図４（ｂ）の様に、枠２００に、投薬カレンダー１の各辺が略合致した状態でシャッタ
ーを切る。なお図４（ｃ）の様に、投薬カレンダー１の映像が枠２００からはみ出したり
、図４（ｄ）の様に、投薬カレンダー１の映像が枠２００に対して小さすぎる場合は、エ
ラーとなる。
【００５２】
　そして携帯端末２０のコンピュータ２２は、撮影されたセット具特定表示１７の二次元
バーコードを解析し、二次元バーコードに含まれる識別子や識別情報によって撮影された
投薬カレンダー１を特定する。そしてその情報を携帯端末２０の通信手段２６よって本部
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装置２１のコンピュータ２７に送信し、本部装置２１の通信手段３２で受信され、本部装
置２１のコンピュータ２７に入力される。
　なお、撮影されたセット具特定表示１７の二次元バーコードの情報を直接本部装置２１
のコンピュータ２７に送信し、本部装置２１側で二次元バーコードを解析してもよい。
【００５３】
　そして本部装置２１のコンピュータ２７では、二次元バーコードの解析によって得られ
た薬剤セット具特定表示が示す薬剤セット具の識別子と対応する投薬カレンダー１を特定
し、さらに、特定された投薬カレンダー１の正規位置情報を、当該正規位置情報を薬包配
置情報記憶手段３３たる記憶手段３１から読み出す。
　続いて読み出された正規位置情報を通信手段２６，３２によって携帯端末２０のコンピ
ュータ２２に送り、携帯端末２０の記憶手段２５に一時的に記憶する。
【００５４】
　また携帯端末２０のコンピュータ２２は、撮影された映像から、現実の各薬剤包装のレ
イアウトの情報を取得する。
　具体的には、撮影された服用者特定表示１１の文字や、服用タイミング特定表示の文字
を文字解析し、さらにその配列を検出する。配列は、薬剤包装７同士の距離や角度等の配
置等の相対位置の他、各薬剤包装７と各薬剤収容部３との位置関係を含む。配列には、各
薬剤包装７と基材２との位置関係を含む。即ち各薬剤包装７が基材２のどの位置にあるの
かという関係を含む。
【００５５】
　例えば、撮影された映像を解析し、基材２の予め定められた位置（例えば辺や角）から
、薬剤包装７ごとに当該薬剤包装７の位置までの上下方向及び左右方向の距離を特定する
。基材２の予め定められた位置には、コンピュータ２２が撮影画像からその位置を特定で
きるようにマークなどを付しておいても良い。
【００５６】
　ここでいう薬剤包装７の位置は、例えばその薬剤包装７に付された薬剤包装特定情報（
使用者用法特定文様１５）の映像上の位置である。
　コンピュータ２２は、各薬剤包装７の位置とその薬剤包装７に付された薬剤包装特定情
報（識別子）とを対応付ける。
　即ち撮影された複数の薬剤包装７を、個々の薬剤包装特定情報（識別子）で個別に特定
し、どの薬剤包装７が、基材２のどの位置にあるかを特定する。
【００５７】
　そして携帯端末２０のコンピュータ２２は、撮影された映像から得られた、現実の各薬
剤包装のレイアウトと、携帯端末２０の記憶手段２５に一時的に記憶された正規位置情報
を比較する。
　特に、現実の各薬剤包装７のレイアウトと、携帯端末２０の記憶手段２５に一時的に記
憶された正規位置情報の各薬剤包装７と各薬剤収容部３との位置関係を比較する。即ち携
帯端末２０の記憶手段２５に一時的に記憶された各薬剤包装７が基材２のどの位置にある
のかという情報と、現実の薬剤包装７の基材２に対する位置を比較する。
　そして両者が合致すれば、携帯端末２０に各薬剤包装７の配列が正しいことを示す表示
を行い、両者が異なっておればその旨を表示し使用者に報知する。
　具体的には、撮影されたそれぞれの薬剤包装７の位置及びその識別子と、そこにあるべ
き薬剤包装７の位置及びその識別子が合致していれば、携帯端末２０に各薬剤包装７の配
列が正しいことを示す表示を行い、両者が異なっておればその旨を表示し使用者に報知す
る。
　もちろん両者が合致したと判断される基準は、完全合致の場合だけでなく、多少ずれて
いる場合も許容される。
　なぜならば、薬剤包装７に対して薬剤収容部３が大きく、正しい薬剤収容部3 に収容し
ても薬剤包装７の位置は一定ではないためである。
【００５８】
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　空き室情報が示す位置又はその近傍から薬剤包装７が検知された場合は、空き室にすべ
き薬剤収容部３に薬剤包装７が収容されている旨を表示する。
　本実施形態によると、正規の基材２（薬剤セット具）に各薬剤包装７が保持され、且つ
各薬剤包装７の収容位置に誤りなく、各薬剤包装７が正しく収容されていることが確認さ
れる。
【００５９】
　上記した実施形態では、比較手段２８として機能するコンピュータプログラムを携帯端
末２０のコンピュータ２２の記憶手段２５に記憶させたが、これを本部装置２１のコンピ
ュータ２７に記憶させてから取り込んでもよい。また比較する行程を本部装置２１のコン
ピュータ２７で実行してもよい。
【００６０】
　上記した実施形態ではセット具特定表示１７の二次元バーコードを解析し、撮影された
投薬カレンダー１を特定したが、逆に薬剤包装７の使用者用法特定文様１５から収容され
るべき投薬カレンダー１を特定し、本部装置２１のコンピュータ２７で、投薬カレンダー
１の正規位置情報を読み出してもよい。また薬剤包装７の使用者用法特定文様１５から、
直接収容されるべき投薬カレンダー１と、収容されるべき位置の情報が読みだされるもの
であってもよい。
【００６１】
　以上説明した第一実施形態は、第一の形式たる個人用投薬カレンダーを薬剤セット具と
するものであるが、前記した第二の形式や、第三の形式の薬剤セット具を利用することも
できる。
　図６、図７は、第二の形式たる一日用投薬カレンダーを利用した薬剤セット具（投薬カ
レンダー４０）である。
　投薬カレンダー４０の形式は、複数の服用者を対象とする一日用投薬カレンダーであり
、服用すべき曜日が大きく記載されている。また投薬カレンダー４０では、服用者名と服
用のタイミング軸によって構成される行列状に薬剤収容部３が配置されており、薬剤収容
部３は、服用者と服用のタイミングに基づいて定められる特定の位置にある。
　投薬カレンダー４０でも、左上部の視認可能な位置に、投薬カレンダー４０を特定する
セット具特定表示１７が付されている。
　またどの施設で使用される投薬カレンダー４０であるのかが特定される情報がセット具
特定表示１７に書き込まれている。
【００６２】
　本実施形態においても二次元バーコードによって、投薬カレンダー４０の形式と、使用
する施設を特定する情報が得られるが、基材２に書かれた文字によって、これらの全部や
一部を特定してもよい。
　また基材２に書かれた患者の配列や、服用タイミングを示す「朝」等の文字、およびそ
のレイアウトを図形認識させて投薬カレンダー４０の形式を特定してもよい。
　この場合は、使用者を特定するために「村松」「早田」「嵐」「富士」「井手」「霧島
」「諸星」の人名を服用者特定表示１１とし、服用タイミングを示す「朝」等の文字、及
びレイアウトを服用タイミング特定表示１２として機能させる。
【００６３】
　図８、図９は、第三の形式たる服用時点別投薬カレンダーを利用した薬剤セット具（投
薬カレンダー４１）である。
　投薬カレンダー４１についても複数の薬剤収容部が行列状に配置されている。投薬カレ
ンダー４１では、薬剤収容部３の近傍に、患者の名前が記載されており、薬剤収容部３は
、服用者と服用のタイミングに基づいて定められる特定の位置にある。
　投薬カレンダー４１でも、左上部の視認可能な位置に、投薬カレンダー４１を特定する
セット具特定表示１７が付されている。
　またどの施設で使用される投薬カレンダー４１であるのかが特定される情報がセット具
特定表示１７に書き込まれている。
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【００６４】
　本実施形態においても二次元バーコードによって、投薬カレンダー４１の形式と、使用
する施設を特定する情報が得られるが、基材２に書かれた文字によって、これらの全部や
一部を特定してもよい。
【００６５】
　次に図２（ｂ）、図１０乃至図１２を参照しつつ、第二の実施形態として、使用者の目
視によっても薬剤包装が正規の位置にあるか否かを知ることができる工夫について説明す
る。
　第二実施形態では、図２（ｂ）に示す様な薬剤包装帯５０を使用する。薬剤包装帯５０
では、処方情報が印刷された情報印刷部１０が先頭にあり、それに続いて薬包配置情報記
憶手段５１があり、その後に多数の薬剤包装５２が続く。
【００６６】
　薬包配置情報記憶手段５１は、多数の枡目を有する図柄である。第二実施形態では、枡
目は３３ある。この枡目の幾つかは、薬剤収容部３に対応している。四隅以外の枡目は、
空白のものと塗りつぶされたものがある。
　塗りつぶされた四隅は、撮影手段１８で投薬カレンダー５５を撮影した画像から、薬包
配置情報記憶部５１の位置をコンピュータ２２が認識できるようにするためのものである
。
　四隅以外の枡目の状態は、ＯＮ．ＯＦＦを表している。第二実施形態では、空白の枡目
がＯＮ表示であり、塗りつぶされた枡目がＯＦＦを表している。
　枡目の状態は、薬剤収容部３に薬剤包装７を入れるか否かを表しており、塗りつぶされ
た枡目は、空であるべき薬剤収容部３を示している。
【００６７】
　薬包配置情報記憶手段５１の枡目１～２８は、投薬カレンダー５５の２８個各々の薬剤
収容部３に薬剤包装７を入れるか否かを表している。具体的には、薬包配置情報記憶手段
５１の枡目１は、投薬カレンダー５５の「月用　朝」に、薬包配置情報記憶手段５１の枡
目２は、投薬カレンダー５５の「月用　昼」に、薬包配置情報記憶手段５１の枡目２７は
、投薬カレンダー５５の「日用　夜」に、薬包配置情報記憶手段５１の枡目２８は、投薬
カレンダー５５の「日用　寝る前」に薬剤包装７を入れるか否かを表している。
【００６８】
　また図１２に示す様に、第二実施形態で採用されている薬剤包装５２でも、前記した服
用者特定表示１１と、服用タイミング特定表示１２及び使用者用法特定文様１５が印刷さ
れている。
　そして第二実施形態で採用されている薬剤包装５２では、それに加えて薬剤収容部指定
表示６０と、図形片６１が表示されている。図形片６１は、例えば、丸、三角、四角等の
特定の図形の一部である。
　図形片６１の形状は、薬剤包装５２ごとに異なる。
　図形片６１は、薬剤分包装置で印字することが望ましい。
【００６９】
　薬剤収容部指定表示６０は、複数の枡目によって構成される図形である。本実施形態で
は、９升の枡目である。
　本実施形態では、空白の枡目と塗りつぶされた枡目がある。枡目は、二進法の数値を表
示している。即ち塗りつぶされた枡目と空白の枡目によって、二進数を表現している。薬
剤収容部指定表示６０は、薬剤包装７ごとに異なる。
【００７０】
　図１０，図１１に示す投薬カレンダー（薬剤セット具）５５は、第一の形式たる個人用
投薬カレンダーであり、先の実施形態と同様の構成を備えている。
　第二実施形態で採用する投薬カレンダー５５は、それに加えて配置情報設置ポケット５
７を有している。
　また各薬剤収容部３には、図１２の様に図形片６３が表示されている。図形片６３は、
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例えば、丸、三角、四角等の特定の図形の一部である。
　各薬剤収容部３の図形片６３は、正しい薬剤包装５２が挿入されると、図１２（ｂ）の
様に図柄が合致して特定の形状を構成する。
【００７１】
　また各薬剤収容部３の近傍には、薬剤収容部特定表示６５が記載されている。薬剤収容
部特定表示６５の図形は、薬剤包装５２の薬剤収容部指定表示６０と同様である。従って
薬剤収容部特定表示６５は、薬剤収容部３ごとに異なる。
　各薬剤収容部３の薬剤収容部特定表示６５は、そこに挿入される薬剤包装５２の薬剤収
容部指定表示６０と同一である。
【００７２】
　第二実施形態では、薬包配置情報記憶手段５１が切り取られて、投薬カレンダー５５の
配置情報設置ポケット５７に挿入される。配置情報設置ポケット５７は透明であり、薬包
配置情報記憶手段５１を外部から視認することができる。
　薬剤包装５２は、対応する薬剤収容部３に挿入される。ここで、薬剤包装５２が真に対
応する薬剤収容部３に配置されると、薬剤包装５２の図形片６１と各薬剤収容部３の図形
片６３が合わさって特定の形状を構成する。
　また薬剤包装５２の薬剤収容部指定表示６０の図形と各薬剤収容部３の薬剤収容部特定
表示６５の図形は同じものであるから、間違いが分かりやすい。
【００７３】
　第二実施形態においても、先の第一実施形態と同様、携帯端末２０の撮影手段１８を使
用して薬剤包装５２が収容済の投薬カレンダー５５を撮影し、比較手段２８によって本部
装置２１から取得した正規位置情報を比較して、薬剤包装５２の位置が正しいか否かを判
定する。
　第二実施形態では、先の判定方法に加えて、薬包配置情報記憶手段５１の図形を認識し
、本来、空き室状態であるべき薬剤収容部３に薬剤包装５２が無いことが確認される。
　即ち携帯端末２０のカメラ（撮影手段）１８を使用して薬剤包装５２が装着済の投薬カ
レンダー５５を撮影する。撮影によって、薬包配置情報記憶手段５１の図形を認識し、空
き室状態であるべき薬剤収容部３が確認される。
　そして撮影された映像から得られた現実の各薬剤包装５２のレイアウトの情報を参照し
、空き室状態であるべき薬剤収容部３に薬剤包装５２が有るか否かが確認される。
　仮に空き室状態であるべき薬剤収容部３に薬剤包装５２が有れば、何らかのエラー表示
を行い、報知する。
【００７４】
　具体的には、携帯端末２０のカメラ（撮影手段）１８を使用して薬剤包装５２が装着済
の投薬カレンダー５５を撮影する。ここで撮影範囲に薬剤配置情報記憶手段５１及び基材
２の予め定められた位置が入るようにする。
　携帯端末２０は、撮影によって、薬包配置情報記憶手段５１の図形を認識し、空き室状
態であるべき薬剤収容部３と、薬剤包装７を収容すべき薬剤収容部３とを確認する。各薬
剤収容部３の近傍の各薬剤収容部特定表示６５と基材２の予め定められた位置との位置関
係は予め記憶手段２５に記憶されている。
　携帯端末２０は、撮影画像上において、当該位置関係から、薬剤包装７を収容すべき薬
剤収容部３の近傍に付されている薬剤収容部特定表示６５の位置を特定する。携帯端末２
０は、撮影画像上において、特定した各薬剤収容部特定表示６５の近傍に、当該表示６５
に対応した形状の薬剤収容部指定表示６０が有るかどうかを判断する。
　特定した各薬剤収容部特定表示６５の近傍に、当該表示６５に対応した形状の薬剤収容
部指定表示６０が有れば、携帯端末２０は、正しく薬剤包装が収容されていると判断し、
なければ、正しく薬剤包装が収容されていない旨を報知する。
　また、携帯端末２０は、空き室状態であるべき薬剤収容部３の近傍に付されている薬剤
収容部特定表示６５の位置を特定する。携帯端末２０は、撮影画像上において、特定した
各薬剤収容部特定表示６５の近傍に、何らかの薬剤収容部指定表示６０があればエラーを
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報知する。
【００７５】
　また携帯端末２０のコンピュータ２２は、撮影された映像を解析し、各薬剤包装５２の
薬剤収容部指定表示６０の図形と各薬剤収容部３の薬剤収容部特定表示６５の図形を比較
する。両者が同一でなければ、何らかのエラー表示を行う。
【００７６】
　第二実施形態では、撮影によって得られた現実の各薬剤包装５２のレイアウトの情報と
、本部装置２１から取得した正規位置情報を比較して、薬剤包装５２の位置が正しいか否
かを判定するレイアウト比較確認と、個々の薬剤包装５２の薬剤収容部指定表示６０の図
形と、個々の薬剤収容部３の薬剤収容部特定表示６５の図形を比較する個別確認を併用し
ている。
　しかしながら、個々の薬剤包装５２の薬剤収容部指定表示６０の図形と、個々の薬剤収
容部３の薬剤収容部特定表示６５の図形を比較する個別確認だけを行っても、相当の確率
で、薬剤包装５２の入れ間違いを検出することができる。
　また薬包配置情報記憶手段５１の図形認識と、撮影された映像から得られた、現実の各
薬剤包装５２のレイアウトの情報による空き室確認だけによっても相当の確率で、薬剤包
装５２の入れ間違いを検出することができる。
【００７７】
　以上説明した第一実施形態及び第二実施形態では、薬剤包装７の薬剤包装特定情報とし
ての二次元バーコード（使用者用法特定文様１５）に、服用者と、服用タイミングを特定
する情報が書き込まれているが、これに加えて、薬剤包装７とこれを保持すべき投薬カレ
ンダー１，４０，４１，５５の関係に関連する薬包・セット具関連情報を書き込むことも
推奨される（第三実施形態）。
　例えば、薬包・セット具関連情報として、各薬剤包装７を保持させる投薬カレンダー１
を特定する情報が薬剤包装７の二次元バーコード（使用者用法特定文様１５）に直接書き
込まれている。具体的には、各薬剤包装７が保持されるべき投薬カレンダー１の形式と、
投薬カレンダー１が誰用のものであるか、いつ使用されるものであるのかを特定できる情
報が書き込まれている。或いは投薬カレンダー１に通し番号や符号があり、各薬剤包装７
が保持されるべき投薬カレンダー１の番号や符号を直接知ることができる情報であっても
よい。要するに、薬剤包装７が保持されるべき投薬カレンダー１に辿り付くことができる
薬包・セット具関連情報が、薬剤包装７の二次元バーコードに書き込まれている。
【００７８】
　さらに投薬カレンダー１，４０，４１，５５に保持されるべき薬剤包装７の位置に関連
するセット位置関連情報についても薬剤包装７の二次元バーコード（使用者用法特定文様
１５）に直接書き込まれていてもよい。
　例えば、前記した薬包配置情報記憶手段３３に記憶させた正規位置情報に相当する情報
のうち、当該薬剤包装を収容すべき位置に関する情報が二次元バーコード（使用者用法特
定文様１５）に書き込まれている。
　例えば基材２のどの位置に当該薬剤包装７が保持されるのか、例えば基材２の上辺、側
辺等の複数の基準位置から、どれだけ離れた位置に薬剤包装７が保持されるのかが二次元
バーコードに書き込まれている。
　もちろん、使用者用法特定文様１５とは別のバーコードや符号、文字等に、薬包・セッ
ト具関連情報やセット位置関連情報が書き込まれていてもよい。
【００７９】
　この構成（第三実施形態）によると、本部装置２１の薬包配置情報記憶手段３３に頼る
ことなく、直接投薬カレンダー１，４０，４１，５５に薬剤包装７が正確に収容されてい
るか否かを確認することができる。
【００８０】
　第三実施形態においても、使用者は、携帯端末２０の撮影手段１８を使用して薬剤包装
７が収容済の投薬カレンダー１，４０，４１，５５等を撮影する。撮影方法は、前記した
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場合と同一であり、図４（ｂ）の様に、枠２００に、投薬カレンダー１の各辺が略合致し
た状態でシャッターを切る。あるいは、撮影の際には、薬剤包装７と基材２との位置関係
が、正規位置情報に対応するかどうかを判断できるように、基材２の予め定められた基準
の位置を撮影範囲に含める。
　例えば投薬カレンダー１には多数の薬剤包装７が収容されており、多数の薬剤包装７が
撮影手段１８で撮影されることとなる。
　第三実施形態では、撮影された各薬剤包装７の二次元バーコードを個々に解析し、個々
の薬剤包装７の薬包・セット具関連情報に含まれる投薬カレンダーを特定する情報から、
薬剤包装７を収容すべき投薬カレンダーを特定する。
　一方、撮影中の投薬カレンダーのセット具特定表示１７から現実に薬剤包装７を収容し
ている投薬カレンダーを特定する。そして両者を比較して、各薬剤包装７が、正しい投薬
カレンダーに収容されているか否かを判定する。
【００８１】
　さらに第三実施形態では、撮影された各薬剤包装７の二次元バーコードを個々に解析し
、投薬カレンダー１に保持されるべき薬剤包装７の位置を特定する。
　一方、撮影された映像から、薬剤包装７の基材２に対する位置を検知する。そして両者
を比較して、各薬剤包装７が、正しい位置に収容されているか否かを判定する。
【００８２】
　第三実施形態は、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、薬剤包装７に付さ
れており、薬包・セット具関連情報は、薬剤包装７を保持すべき薬剤セット具１，４０，
４１，５５を特定する情報を含み、セット位置関連情報は薬剤セット具１，４０，４１，
５５に保持されるべき薬剤包装の位置の情報を含む薬剤配置確認システムである。
【００８３】
　第三実施形態においては、薬剤包装７が正しい投薬カレンダー１の正しい薬剤収容部３
に収容されているか否かの判定に薬剤包装特定情報を使用しないため、使用者用法特定文
様１５には、薬剤包装特定情報は含まれていなくてもよい。
【００８４】
　薬剤包装７とこれを保持すべき投薬カレンダー１，４０，４１，５５の関係に関連する
薬包・セット具関連情報は、投薬カレンダー１側に付してもよい。即ちその投薬カレンダ
ー１，４０，４１，５５が保持すべき薬剤包装７がどれであるかという情報が、投薬カレ
ンダー１のいずれかの部位に付されていてもよい。例えばセット具特定表示１７の二次元
バーコードに書き込まれていてもよい（第四実施形態）。
　薬剤包装７の位置に関連するセット位置関連情報についても投薬カレンダー１側に付し
てもよい。
【００８５】
　即ちその投薬カレンダー１，４０，４１，５５のどの位置にどの薬剤包装７が保持され
るのかが、投薬カレンダー１のいずれかの部位に付されていてもよい。具体的な情報とし
て、薬剤包装特定情報と位置情報とが対応付けられた情報が投薬カレンダー１のいずれか
の部位に付されていてもよい。例えばセット具特定表示１７の二次元バーコードに書き込
まれていてもよい。
　投薬カレンダー１側に薬包・セット具関連情報やセット位置関連情報を付する場合には
、薬剤包装７に設けられた薬剤包装特定情報と照合して各薬剤包装７が、正しい位置に収
容されているか否かを判定する。
　この場合は、セット具特定情報を投薬カレンダーに付すことは不要である。さらに、薬
包・セット具関連情報には、当該薬包・セット具関連情報が付された投薬カレンダーを特
定する情報が無くてもよい。少なくとも、当該投薬カレンダーに収容すべき薬剤包装７を
特定する情報が薬包・セット具関連情報にあればよい。
【００８６】
　第四実施形態では、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、投薬カレンダー
１，４０，４１，５５に付されており、薬包・セット具関連情報は、投薬カレンダー１，
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４０，４１，５５で保持すべき薬剤包装７を特定する情報を含み、セット位置関連情報は
薬剤セット具１，４０，４１，５５に保持されるべき薬剤包装の位置の情報を含む薬剤配
置確認システムである。
【００８７】
　薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報のいずれか一方が投薬カレンダー１，４
０，４１，５５に付され、他方が薬剤包装７側に付されていてもよい。
【００８８】
　また第一実施形態の様に本部装置２１を活用してもよい。
　第五実施形態の薬剤配置確認システムは、例えば薬剤包装７の二次元バーコード等に書
き込む薬包・セット具関連情報をより簡便なものとし、薬剤包装７の薬包・セット具関連
情報を検索キーとして本部装置２１の薬包配置情報記憶手段３３から該当する投薬カレン
ダーを特定する。
　一方、撮影中の投薬カレンダーのセット具特定表示１７から現実に薬剤包装７を収容し
ている投薬カレンダーを特定する。そして両者を比較して、各薬剤包装７が、正しい投薬
カレンダーに収容されているか否かを判定する。
【００８９】
　さらに薬剤包装７の二次元バーコード等に書き込むセット位置関連情報をより簡便なも
のとし、セット位置関連情報を検索キーとして本部装置２１の薬包配置情報記憶手段３３
から薬剤包装７の基材２に対する位置を読み出す。
　一方、撮影された映像から、薬剤包装７の基材２に対する位置を検知する。そして両者
を比較して、各薬剤包装７が、正しい位置に収容されているか否かを判定する。
【００９０】
　第五実施形態の薬剤配置確認システムは、薬包配置情報記憶手段３３があり、当該薬包
配置情報記憶手段３３に薬剤包装７と薬剤包装７が保持される薬剤セット具１，４０，４
１，５５の組み合わせ情報と、薬剤セット具１，４０，４１，５５に保持される薬剤包装
７と薬剤セット具１，４０，４１，５５との相対位置が記憶されている。
　第五実施形態は、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、薬剤包装７に付さ
れており、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報に基づいて薬包配置情報記憶手
段３３から情報が読みだされる薬剤配置確認システムである。
　また第五実施形態は、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、薬剤包装７に
付されており、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報に基づいて薬包配置情報記
憶手段３３から情報が読みだされる薬剤配置確認システムである。
　また第五実施形態は、セット具特定表示と薬剤包装特定情報によって各薬剤包装７が、
正しい位置に収容されているか否かを判定するものであると言える。
【００９１】
　また第一実施形態の様に本部装置２１を活用し、薬包・セット具関連情報やセット位置
関連情報を投薬カレンダー１側に付してもよい（第六実施形態）。
　例えば投薬カレンダー１の二次元バーコード等に書き込む薬包・セット具関連情報をよ
り簡便なものとし、投薬カレンダー１の薬包・セット具関連情報を検索キーとして本部装
置２１の薬包配置情報記憶手段３３から保持すべき薬剤包装７を特定する。
【００９２】
　さらに投薬カレンダー１の二次元バーコード等に書き込むセット位置関連情報をより簡
便なものとし、セット位置関連情報を検索キーとして本部装置２１の薬包配置情報記憶手
段３３から薬剤包装７の基材２に対する位置を読み出す。
　一方、撮影された映像から、薬剤包装７の基材２に対する位置を検知する。そして両者
を比較して、各薬剤包装７が、正しい位置に収容されているか否かを判定する。
【００９３】
　第六実施形態でも、薬包配置情報記憶手段３３があり、当該薬包配置情報記憶手段３３
に薬剤包装と薬剤包装が保持される薬剤セット具１，４０，４１，５５の組み合わせ情報
と、薬剤セット具１，４０，４１，５５に保持される薬剤包装７と薬剤セット具１，４０
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，４１，５５との相対位置が記憶されている。
　第六実施形態は、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報は、薬剤セット具１，
４０，４１，５５に付されており、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報に基づ
いて薬包配置情報記憶手段３３から情報が読みだされる薬剤配置確認システムである。
【００９４】
　本部装置２１を活用する場合でも、薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報のい
ずれか一方が投薬カレンダー１，４０，４１，５５に付され、他方が薬剤包装７側に付さ
れていてもよい。
　また薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報のいずれか一方が簡便なものであっ
てもよい。
【００９５】
　さらには、薬剤包装７や投薬カレンダー１には、薬包・セット具関連情報やセット位置
関連情報を付さず、薬剤包装７には単に各薬剤包装７を特定する薬剤包装特定情報を付し
、投薬カレンダー１には、セット具特定表示１７を付し、これらを検索キーとして薬包配
置情報記憶手段３３から必要な情報を読み出してもよい（第七実施形態）。
【００９６】
　例えば各薬剤包装７の薬剤包装特定情報や使用者用法特定文様１５たる二次元バーコー
ドから読みだされた薬剤包装７の識別子を検索キーとして、本部装置２１の薬包配置情報
記憶手段３３から薬包・セット具関連情報やセット位置関連情報を読み出す。
　あるいは投薬カレンダー１には、セット具特定表示１７たる二次元バーコードから読み
だされた特定の投薬カレンダー１を示す識別子を検索キーとして、本部装置２１の薬包配
置情報記憶手段３３から薬包・セット具関連情報やセット位置関連情報を読み出す。
【００９７】
　第七実施形態では、例えば薬剤包装７には単に各薬剤包装７を特定する識別子たる薬剤
包装特定情報が付された構成であってもよい。第七実施形態では、撮影手段１８による撮
影によって各薬剤包装７の識別子を読み込みむ。前記した識別子によって薬剤包装７が特
定されるから、薬包配置情報記憶手段３３から当該識別子に該当する薬剤包装７を保持さ
せるべき投薬カレンダー１を撮影された薬剤包装７ごとに特定し、さらに投薬カレンダー
１の対応する薬剤収容部３に各薬剤包装７が正しく収容された状態のレイアウトに関する
情報（正規位置情報）薬包配置情報記憶手段３３から取得する。
　また投薬カレンダー１には、当該薬剤セット具の識別子たるセット具特定表示１７があ
る。第七実施形態では、薬剤包装７ごとに特定された投薬カレンダー１と、撮影された投
薬カレンダーのセット具特定表示１７を比較し、薬剤包装７と投薬カレンダー１との関係
を確認する。
　さらに撮影された映像から得られた、現実の各薬剤包装のレイアウトと、薬包配置情報
記憶手段３３から取得した正規位置情報を比較して、各薬剤包装７が、正しい位置に収容
されているか否かを判定する。
【００９８】
　第七実施形態では、薬剤包装７の視認可能な位置に薬剤包装７を特定する薬剤包装特定
情報が付されており、薬剤セット具１，４０，４１，５５には、視認可能な位置に薬剤セ
ット具１，４０，４１，５５を特定する情報を含むセット具特定表示１７が付されている
。
　第七実施形態でも薬包配置情報記憶手段３３があり、当該薬包配置情報記憶手段３３に
薬剤包装７と薬剤包装７が保持される薬剤セット具１，４０，４１，５５の組み合わせ情
報と、薬剤セット具１，４０，４１，５５に保持される薬剤包装７と薬剤セット具１，４
０，４１，５５との相対位置が記憶されている。
　第七実施形態は、撮影手段１８によって各薬剤包装７が薬剤セット具１，４０，４１，
５５の薬剤収容部３に収容された状態を撮影可能であり、撮影された薬剤包装特定情報と
、セット具特定表示１７に基づいて薬包配置情報記憶手段３３から情報が読み出され、撮
影された薬剤包装７の位置と比較して撮影された薬剤セット具１，４０，４１，５５に保
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持された各薬剤包装７が、正規の薬剤セット具の服用者と服用のタイミングに対応した位
置に正しく収容されているか否かを判定する薬剤配置確認システムである。
【００９９】
　薬包・セット具関連情報とセット位置関連情報のいずれか一方が、投薬カレンダー１，
４０，４１，５５に付されたセット具特定表示１７の識別子を検索キーとして、本部装置
２１の薬包配置情報記憶手段３３から読みだされ、他方が薬剤包装７の薬剤包装特定情報
（例えば識別子）を検索キーとして、本部装置２１の薬包配置情報記憶手段３３から読み
だされてもよい（第八実施形態）。
【０１００】
　上記した第一乃至第八実施形態では、セット具特定表示１７と、薬包・セット具関連情
報によって、投薬カレンダー１等と、これに装着される薬剤包装７等を関連付けたが、よ
り簡便な方策として、セット具特定表示１７と、薬包・セット具関連情報を無くし、セッ
ト位置関連情報だけで、薬剤包装７が、正規の位置に正しく収容されているか否かを判定
するものであってもよい。
　薬剤包装７が正しい薬剤収容部３に収容されていることをチェックする方法としては、
次の方法がある（第九実施形態）。
　第九実施形態では、セット位置関連情報は、薬剤包装７側に設ける。セット位置関連情
報は、基材２のどの位置に当該薬剤包装７が保持されるのか、例えば基材２の上辺、側辺
等の複数の基準位置から、どれだけ離れた位置に薬剤包装７が保持されるのかを示す位置
情報である。
【０１０１】
　セット位置関連情報は、位置情報に限定されるものではなく、例えば、投薬カレンダー
１等の薬剤収容部３を具体的に特定するものであってもよい。例えば、図１４のａ－１、
ａ－２の薬剤包装７の様に、セット位置関連情報７０として、「２行目２番」や「２：２
」の様に投薬カレンダーのマトリックス形状（行列状）を意味する文字や記号とする。こ
こで「２行目２番」や「２：２」は、投薬カレンダーの上から２行目であって、左から２
列目を意味し、例えば図１の投薬カレンダー１であれば、火曜日昼用の薬剤包装７が収容
される薬剤収容部３を示している。また図６の様な多人数用の投薬カレンダー４０であれ
ば、早田が昼に服用する薬剤包装７が収容される薬剤収容部３を示している。同様に図８
の投薬カレンダー４１であれば、山本が服用する薬剤包装７が収容される薬剤収容部３を
示している。
【０１０２】
　セット位置関連情報７０は、薬剤収容部３が特定されれば足りるから、例えば図１４（
ｂ－１）（ｂ－２）に示す様な番号であってもよい。番号は、例えば投薬カレンダーの薬
剤収容部３に順番に番号を付した場合の位置を示す番号である。
　例えばセット位置関連情報７０が６番であり、例えば図１の投薬カレンダー１であれば
、火曜日昼用の薬剤包装７が収容される薬剤収容部３を示している。また図６の様な多人
数用の投薬カレンダー４０であれば、早田が昼に服用する薬剤包装７が収容される薬剤収
容部３を示している。
　セット位置関連情報７０は、例えば図１４のｃの様にバーコードであってもよい。また
「火曜日朝」という様な文字をセット位置関連情報としてもよい。
【０１０３】
　第九実施形態においても、携帯端末２０の撮影手段１８を使用して薬剤包装７が収容済
の投薬カレンダー１を撮影する。
　そして撮影された映像から、現実の各薬剤包装のレイアウトの情報を取得する。そして
各薬剤包装７がセット位置関連情報７０の通りの位置にあるか否かが確認される。
　第九実施形態では、投薬カレンダーの適否は判断できないが、薬剤包装７が正しい位置
にあるか否かについては判断できる。
【０１０４】
　第九実施形態は、薬剤包装７の視認可能な位置に、薬剤セット具１に保持されるべき薬
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剤包装７の位置に関連するセット位置関連情報７０が付されており、撮影手段によって各
薬剤包装７が薬剤セット具１の薬剤収容部３に収容された状態を撮影可能であり、撮影さ
れたセット位置関連情報７０と、撮影された薬剤包装の位置によって、撮影された薬剤セ
ット具１に保持された各薬剤包装７が、薬剤セット具１に正しく収容されているか否かを
判定する薬剤配置確認システムである。
【０１０５】
　以上説明した第一乃至第九実施形態は、撮影は、投薬カレンダー１の全体を一画面とし
て行うが、投薬カレンダー１をエリアに分けて撮影してもよい。例えば、各行や各列を順
番に撮影してもよい。また各薬剤収容部ごとに、撮影してもよい。例えば図１３の矢印に
示す様に、じぐざく状に撮影を進めてゆく。
　いずれにしても、予め設定された順番に撮影を行い、本部装置２１から取得した正規位
置情報と予め設定された順番に沿って比較してゆく。
【符号の説明】
【０１０６】
１，４０，４１，５５　投薬カレンダー（薬剤セット具）
３　薬剤収容部
７，５２　薬剤包装
１１　服用者特定表示
１２　服用タイミング特定表示
１５　使用者用法特定文様
１６　薬剤配置確認システム
１７　セット具特定表示
１８　カメラ（撮影手段）
２０　携帯端末
２１　本部装置
２２　コンピュータ
２７　コンピュータ
２８　比較手段
５１　薬包配置情報記憶手段
５７　配置情報設置ポケット
６０　薬剤収容部指定表示
６１　図形片
６３　図形片
６５　薬剤収容部特定表示
７０　セット位置関連情報
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